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衆議院法制局特定事業主行動計画 

～ワーク・ライフ・バランス推進行動計画～ 

令和３年３月 31 日 

衆議院法制局長 

 

第１ 総論 

１． 趣旨 

 「衆議院法制局特定事業主行動計画～ワーク・ライフ・バランス推進行動計画～」（以

下「本行動計画」）は、全ての職員が責任と誇りを持って生き生きと働ける職場環境の実

現を目指すため、「次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）」（以下「次世代

法」という。）及び「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第

64 号）」（以下「女性活躍推進法」という。）に基づき策定するものである。 

 これまで衆議院法制局（以下「法制局」という。）では、平成 17 年３月に次世代法に基

づく「衆議院法制局特定事業主行動計画」を策定し、その後、平成 27 年８月の女性活躍

推進法の成立を受け、平成 28 年３月に同法と次世代法に基づく行動計画を一体化して策

定した。従来から法制局では、女性職員の採用に積極的に取り組み、登用の拡大も着実に

進めてきたが、それに加え、これらの計画に基づき次世代育成及び女性活躍のためにより

良い職場環境の整備と職員の意識改革を推進してきた。その結果、女性職員は職員全体の

３割を超えるとともに、仕事と育児を両立させている職員の数が着実に増えている。ま

た、男子職員の育児参加に対する意識も変化してきている。 

その一方で、今後は、介護を行う職員の増加が予想され、仕事と介護の両立にも更なる支

援が必要となる。 

 本行動計画は、これまでの取組を引き継ぎ、女性職員の活躍推進の視点や、次世代育成

支援の視点にとどまらないあらゆる職員の視点における働き方改革を推進するものであ

る。本行動計画を推進するに当たっては、仕事の質と能率性を向上させつつ、職員の意欲

や能力が最大限活かされるとともに、家庭、地域、自己啓発等にかる個人の時間を充実さ

せること、すなわち、仕事と生活の調和（以下「ワーク・ライフ・バランス」という。）

が確保された働き方にしていくことが重要である。以上から、全ての職員が健康で豊かな

生活を送ることができるよう法制局全体で、働き方改革、女性の活躍推進のための改革及

び育児・介護等と両立して活躍できるための改革等に取り組むこととする。 

 

２． 計画期間 

本行動計画は、令和３年４月１日から令和８年３月 31 日までの５年間を計画期間と

し、必要に応じて計画の改定を行う。 

なお、次世代法の有効期限は令和７年３月 31 日までとなっているが、有効期限後も行

動計画の計画期間内は取組を継続する。 
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３． 推進体制 

法制企画調整部総務課において、本行動計画の円滑な実施、達成状況の点検等を行い、

必要に応じて計画を見直し、改善策を検討する。 

また、管理職者は、各部課室内での本行動計画に基づく施策の具体的な実施について、

責任を持って取り組む。 

 

４． フォローアップの実施 

毎年度１回、本行動計画に基づく取組状況のフォローアップを行い、結果を公表する。 

 

 

第２ 取組内容（次世代育成支援及び女性活躍推進共通事項） 

１． 働き方改革 

 全ての職員が自らの能力を十分に発揮しながら、ワーク・ライフ・バランスが確保され

た働き方ができるよう、これまでの価値観・意識の改革に引き続き取り組むとともに、職

場における業務の見直し、勤務時間等の柔軟化、働きやすい職場環境の整備を図る。 

 

（１） 人事評価への反映 

ワーク・ライフ・バランス推進に資する効率的な事務の実現や良好な職場環境づく

り等に向け各職員がとった行動について、適切に人事評価へ反映する。 

 

（２） ハラスメント防止 

①  法制企画調整部総務課は「ハラスメント相談箱」の設置や苦情相談体制等の情報

を周知する。また、全ての職員は各種ハラスメントの防止に努める。 

②  各種研修への積極的な参加呼び掛けなどを通じて、各種ハラスメントについての

理解促進や防止に向けた意識啓発を引き続き促す。 

 

（３） 職場ごとにおける業務見直し 

①  ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた取組は、法制局一律で行うもののみな

らず、各部課室の実情に合わせることが重要である。各職場においては、業務体制

の見直しや不必要な業務の洗い出し、それに基づく業務改善に向けた具体策の策

定、実施、事後的評価、新たな具体策の作成といった不断の取組を行う。 

②  管理職者は、働き方の多様性を踏まえた職場全体のマネジメントを的確に行う。 

 

（４） 超過勤務の縮減 

超過勤務の縮減は、全ての職員に関わるものとの認識の下、業務の整理・合理化、

早期退庁促進のための定時退庁日の実施、職員意識の改善を図るなど、適切な方策を
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講じていく。 

 

（５） フレックスタイム制の活用推進 

フレックスタイム制の活用は、全ての職員が各人の状況に応じた柔軟な働き方がで

きることはもとより、ワーク・ライフ・バランスの充実による職員の意欲、士気の向

上や効率的な時間配分による超過勤務の縮減が期待されるなど、公務能率の向上にも

資するものと考えられるため、制度の活用による勤務時間の柔軟化を推進する。 

 

（６） 時差出勤及び在宅勤務の体制の整備 

時差出勤及び在宅勤務については、テレワーク（情報通信技術（ICT）を利用した、

場所や時間にとらわれない働き方）等、多様な働き方の選択肢を拡大するものとし

て、制度確立に向け引き続き取り組む。 

 

（７） 年次休暇の取得促進 

①  年次休暇の取得を促進するため、管理職者を含む全ての職員の休暇に対する意識

改革を図る。 

②  計画的な年次休暇の取得促進を図るため、管理職者においては、自ら率先して取

得に努めるとともに、職員に対して、ゴールデンウイーク期間、夏季（７～９月）、

職員及び家族の記念日等における連続休暇取得の奨励に努める。 

【現状と目標】 

＜現状＞ 

  直近４年間の年次休暇の年間平均取得日数は 11 日前後で推移している。また、令

和元年において、年次休暇の取得日数が５日未満であった職員が 14％いる。 

＜目標＞ 

  年次休暇の年間平均取得日数 16 日以上（毎年）及び年間取得日数５日未満の割合 

０％（毎年）を目標とする。 

 

２． 女性の活躍推進のための改革 

 職場全体で女性活躍を推進していくため、女性職員の採用、計画的育成、キャリア 

形成支援等に取り組む。 

（１） 女性職員の採用 

採用パンフレットや大学等が実施する業務説明会に女性職員を積極的に参加させる

など、女性にとっても働きやすく魅力ある職場であることを引き続き発信すること

で、女性志願者の増加を図り、幅広い採用につなげる。 
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【現状と目標】 

＜現状＞ 

  直近４年度の採用者に占める女性の割合は平均 25％である。 

＜目標＞ 

採用者に占める女性の割合 35％以上(計画期間における平均)を目標とする。 

 

 

（２） 女性職員の登用拡大及びキャリア形成支援 

①  女性職員の積極的な登用
1

を図るため、職員の意欲と能力の把握に努めつつ、性別に

よる偏りのない適切な研修の機会や多様な職務経験の付与に配意する。 

②  管理職への登用を含め、女性職員が長期的なキャリア形成を図ることができるよ

う、出産から育児に係る期間における柔軟かつ適切な人事管理を行う。また、育児等

により時間制約を抱える職員も重要な職務で能力を発揮し続けることができるよう、

長時間労働の是正等の働き方の改革を併せて実施する。 

③  各種研修を通じて、女性職員の活躍促進やワーク・ライフ・バランスの推進に向け

た意識啓発を促す。また、必要な知識の修得や人的ネットワークの形成を促進するた

め、人事院等が実施する他府省横断的な業務研修等に女性職員を積極的に参加させる

よう努める。 

④  仕事と生活の両立を図りながら活躍するロールモデルとなる女性職員の育成に努め

る。 

 ⑤  仕事と生活の両立を図る女性職員の上司は、人事評価面談やその他の機会におい

て、必要に応じて今後のキャリア形成に関する助言等を行い、女性職員の意欲の向上

を図る。 

 

                

 １令和２年４月における法制局の各役職段階に占める女性職員の割合は以下のとおりであり、政府の第 

５次男女共同参画基本計画（令和２年 12 月 25 日閣議決定）で定められた成果目標（指定職相当

８％、本省課室長相当職 10％、本省課長補佐相当職 17％、本省係長相当職 30％）のいずれの役職段

階においても上回っている。なお、各役職段階の定義は、本行動計画における定義とする。 

指定職級(指定職給料表の適用職員)：22.2％ 

課長級(行政職給料表(一)７級以上の適用職員)：15.8％ 

課長補佐級(行政職給料表(一)５級又は６級の適用職員)：33.3％ 

係長級(行政職給料表(一)３級又は４級の適用職員)43.8％ 
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３． 育児・介護等と両立して活躍できるための改革 

 育児や介護を行う必要がある職員が、両立支援制度を利用しながらワーク・ライフ・ 

バランスを実現しつつ活躍できるよう、職場環境の整備を進める。 

 

（１） 男性職員の子育て目的の制度、休暇等の利用促進 

男性職員の育児参加を促進するため、育児時間、早出遅出勤務等を男性職員も取得 

できることについて職場全体に対して周知するとともに、育児休業や配偶者出産休

暇、育児参加のための休暇等の取得を推進する。 

 

【現状と目標】 

＜現状＞ 

  育児休業を必要とする女性職員の全員が育児休業を取得しているのに対し、取得が

進んでいない男性職員について、育児休業取得率を 13％とする前行動計画の目標の

下、取得推進に取り組んできた。その結果、直近４年度の育児休業取得率の平均は

47.9％、令和元年度は 75.0％に達し、成果目標を遥かに上回った。 

  また、男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の取得は年々上昇し、 

配偶者出産休暇の直近４年度の取得率の平均は 90％となり、平成 29 年度から平成元

年度までの３年度に渡り目標とする取得率 100％(平均取得日数２日)を達成してい

る。育児参加のための休暇の直近４年度の取得率の平均は 85.4％となり、平成 29 年

度及び 30 年度は目標とする取得率 100％を達成し、平均取得日数は 4.5 日に達してい

る。なお、直近４年度の両休暇の合計平均取得日数の平均は 5.4 日であり５日以上と

する前行動計画目標を達成した。 

＜目標＞ 

  男性職員の育児休業の取得 75％（計画期間における平均）を目標とする。 

男性職員による子どもの出生時における特別休暇（２日）及び育児参加のための特別休暇

（５日）の取得率 100％、合計平均取得日数（対象者平均）５日以上（毎年度）を目標と

する。 

 

（２） 育児や介護をしながら活躍できる職場環境の整備 

①  仕事と育児・介護の両立等に関する相談体制の整備 

育児・介護のための両立支援制度の利用や、仕事と育児・介護の両立に悩む職員

が、同様の境遇を経験してきた先輩職員に気軽に相談できるような体制を整備す

る。 

 

②  育児・介護のための両立支援制度を利用しやすい環境の整備 

ア 育児・介護のための両立支援制度について周知徹底を図る。 
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イ 父親又は母親になることが判明した職員は、母性保護、育児休業、特別休暇等

諸制度の活用や人事上の配慮等が円滑に行われるよう、あらかじめ所属部課室の

管理職者等に報告の上「育児プランシート（出産予定日、休暇、休業等の取得予

定を記入）」を作成し、法制企画調整部総務課に提出するよう周知に努める。 

ウ 仕事と育児・介護の両立を円滑に行うための深夜勤務及び超過勤務を制限する

制度や早出遅出勤務制度について、管理職者は一層の周知徹底を図り、当該制度

を利用しやすい職場環境を整備する。 

エ 管理職者は、職員が両立支援制度を活用することに対する心理的負担の軽減と

ともに、当該制度を活用する職員が所属する部課室の職員の不公平感の解消・緩

和に努める。 

 

③  育児休業・介護休暇等を取得しやすい環境の整備 

ア 育児休業・介護休暇等を取得する職員の代替要員については、当該部課室の職

員の負担増加を避けるため、非常勤職員の配置を含め適切な確保に努める。ま

た、管理職者は、代替要員の確保が困難であるときは、必要に応じて職場内での

業務分担の見直しを行い、応援体制の構築に努める。 

イ 人事評価における被評価者は、部下である職員の育児休業・介護休暇等の取得

に関して自ら講じた措置について、人事評価記録書に記載するよう努める。ま

た、評価者は、被評価者が講じた措置について、適切に評価に反映する。 

 

④  不妊治療を受ける職員への配慮と環境の整備 

 不妊治療についての理解を深め、働きながら不妊治療を受ける職員が仕事と不妊

治療を両立できる職場環境づくりに取り組む。 

 

⑤  能力・実績に基づく昇任・昇格 

 両立支援制度の利用等による不利な取扱いがないよう、管理職者は職員の能力及

び実績に基づき昇任・昇格の判断を行う。 

 

⑥  育児休業・介護休暇中の職員に対する支援 

ア 育児休業及び介護休暇中の職員が、業務から長期にわたって離れることによ

り、疎外感や職場復帰に向けての不安を感じることのないよう、所属部課室の管

理職者等は、育児休業及び介護休暇中の職員に対して、適宜、電話やメール等の

情報手段を活用して、育児及び介護の状況や部課室の業務状況等について相互に

連絡を取り合うよう努める。 
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イ 育児休業及び介護休業から復帰した職員について、事務分担・休暇申請に配慮

するなど、周囲が協力し合うことにより、職員が仕事と育児・介護の両立を図り

ながら安心して職務に従事できる職場環境の整備に努める。 

 

（３） 保育に関する情報提供 

職場に近接し、職員の利用が可能と考えられる保育施設について、職員が利用しやすいよ

う必要な情報の共有に努める。 

 

 

第３ その他の取組（次世代育成支援に関する事項） 

  次世代を担う子どもたちの豊かな人間性を育むために、以下の取組を行う。 

 

 １．子ども・子育てに関する地域貢献活動 

   職員が、地域と一体となって子供を安心して安全な環境で育てることができるよう、交通

安全活動、防犯活動又は少年非行防止、立ち直り支援のためのボランティア活動等の地域活

動への職員の参加を奨励する。 

 

 ２．子どもの職場見学 

   親子のコミュニケーションや絆を深められるよう、国会の閉会中に、職員の子どもを対象

に職場見学を行う。また、小中高生及び大学生が当局を訪問し、業務の説明や国会見学を

通じ、国会における法制局の役割や業務等に対する理解を深めてもらうよう努める。 

 

 ３．その他 

   子どものいる職員によるネットワークの形成の支援に努める。 

 


